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佐世保市放課後児童健全育成事業（児童クラブ事業）委託業務

　放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が就労等により
昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、放課後に適切な遊び及び生活の場を与える
ことで、育児と就労の両立支援及び児童の健全育成に資することを目的とした事業です。
　佐世保市では、放課後児童健全育成事業として児童クラブを設置し、その運営を一般社団法人、
社会福祉法人、学校法人等へ委託しています。
　その中で、令和６年度における大塔小学校区内の児童クラブ及び周辺校区の児童クラブの申し込
み状況から勘案すると、４０名程度の定員不足が生じる見込みであり、周辺校区での受け入れも困
難な状況です。また、黒髪小学校区においても一部定員不足が生じる見込みです。
　そのため、早急に１クラブ増設の必要があることから、佐世保市内に主たる事務所、事業所等を
有し、現に児童福祉事業（公設民営、民設民営を問わない）を運営している事業者を対象に、令和
６年１０月より大塔小学校区において、大塔・黒髪の両地区に対応可能な児童クラブを運営するこ
とができる事業者を募集します。「佐世保市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例」、「佐世保市児童クラブ事業実施要綱」を遵守し、継続的・安定的で質の高い児童
クラブの運営が可能な熱意のある委託事業者を公平かつ適正に選定します。

参加申請書、仕様書等のダウンロード

　委託料につきましては、国及び県の交付金等算定基準により算定します。詳しくは仕様書のⅢ委
託料についてをご覧ください。

　参加を希望される方は、佐世保市ホームページ内「佐世保市からの調達情報掲示板」からファイ
ルをダウンロードしてください。

令和6年10月1日

業務概要（詳細は、業務仕様書のとおり）

公募型プロポーザル実施要領及び実施通知

令和6年4月26日

佐世保市長

　公募型プロポーザル方式（事前審査型）により事業者の選定を行いますので、下記のとおり通知しま
す。

記

※「佐世保市からの調達情報掲示板」掲示場所：佐世保市ホームページ内（左側）の「事業者の方
へ」⇒「佐世保市からの調達情報掲示板」

再委託の可否　　　　　否

業務名

委託開始年月日

事業に要する費用（契約期間の委託料）
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　本プロポーザルの参加要件は、下記の参加要件①のいずれかに該当し、かつ参加要件②のすべて
を満たすこととします。

市税の全税目及び国民健康保険税に滞納がないことに加え、
消費税及び地方消費税に未納がない者

法人、個
人事業主

共通

ⅱ　佐世保市が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領に基づく指名停
止措置

ⅲ　佐世保市物品の購入、修理及び売却並びに印刷物の製造に係る指名停止の措置要領に基づく指
名停止措置

ⅳ　佐世保市が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づく各種契約等からの排除措置に基づく
指名除外措置

個人
事業主

児童福祉事業を開始して１年以上経過している者

ⅴ　佐世保市建設工事暴力団対策要綱に基づく指名除外措置

ⅵ　佐世保市物品調達暴力団排除要綱に基づく指名除外措置

ⅶ　下請代金等の未払い業者等に対する入札参加規制に関する事務処理要領（平成２５年４月１日
施行）に基づく入札参加規制

ⅰ　佐世保市業務委託契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置

ⅰ　入札参加資格申請の提出期限の期日以前６か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小
切手を出していない者であること。

ⅱ　納税状況

ⅱ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又
は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定に基づく再生手続き開始の申立
てがなされていない者であること。ただし、会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申立て又
は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされた者であっても、手続き開始の決定
後、経営事項審査等を受け佐世保市へ入札参加資格審査申請書を再度提出し受理された者は、更生
手続きの開始又は再生手続きの開始がなされていない者とみなす。

ⅲ　施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。ただし、被補助人、被保
佐人又は未成年者であっても契約締結のために必要な同意を得ている者は、入札に参加することが
できるものとする。

ⅳ　施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当しない者であること。

法人
参加申請書の提出期限（令和６年５月１７日）の期日において登記後１年以上経過し
ており、児童福祉事業を開始して１年以上経過している者

参加要件②

ⅰ　設立後の経過期間

欠格要件

　参加要件①及び参加要件②に該当する方であっても、以下の欠格要件①又は欠格要件②のいずれ
かに該当する場合は、本プロポーザルに参加できません。

欠格要件①

参加要件

佐世保市内に主たる事業所等を有し、下記の区分ごとの要件すべてを満たす方

参加要件①
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参加資格の取り消し等

提案者の認定

　参加認定後に欠格要件に該当することが判明した場合は、参加認定を取り消すものとします。ま
た、受託候補者となった後に欠格要件に該当することが判明した場合は、受託候補者の資格を取り
消し、契約を締結しません。

※参加申請書の提出がない場合は、提案書の提出及びプレゼンテーションへの参加はできません。

　提案者としての認定通知は、令和６年５月３１日（金）１７時００分までにメールにより通知し
ます。

提案書等の提出

　提案者として認定通知を受けた事業者は、提案書等を作成し期限までに提出してください。な
お、提案書及び添付資料の作成に必要な経費は提案者負担とします。また、審査後、提案書等の返
却は致しません。

提出期限は、令和６年５月１７日（金）１７時００分（必着）までとします。

個人
事業主

令和６年度（令和５年１月～１２月分）の確定申告書類

法人、個
人事業主

共通

ⅳ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若し
くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

ⅴ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

提出書類

参加要件を満たすことを証明する書類（提出日より３ヶ月以内発行のもの）

　佐世保市に業者登録がない方は、本プロポーザル公告日時点で参加要件を満たすことを証明する
書類として、下記の書類を参加申請書と共に提出してください。（佐世保市に業者登録がある方は
提出の必要はありません。）

参加申請書と添付資料

　仕様書等を確認し、本プロポーザルに参加を希望される方は、下記の期限までに別紙１「参加申
請書」と別紙２「提案書等の作成要領」に記載の添付資料を持参または郵送（配達記録があるも
の）で提出して下さい。

ⅱ　下記の区分に応じた納税に未納、滞納がないことを証明する証明書　各１部

ⅰ　設立後の経過期間を証明する証明書　１部

法人 法務局発行の登記日が記載された登記事項証明書

佐世保市発行の「市税に滞納がない証明書」及び
税務署発行の「様式その３（消費税及び地方消費税に未納がない証明書）」
納税義務のない場合は納税義務のない証明書（任意）

ⅲ　役員等が自己、自事業所若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者

ⅱ　暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団
員が事業に実質的に関与していると認められる者

ⅰ　役員等（放課後児童健全育成事業者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し
ている者を、放課後児童健全育成事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは事務
所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。）が佐世保市
暴力団排除条例（平成24年条例第１号。以下この項において「条例」という。）第２条第２号に規
定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると認められる者

欠格要件②
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ⅴ　上記ⅲ又はⅳに該当する場合であっても、審査委員会において審議し、業務履行能力等に問題
がないと判断された場合は、その者を受託候補者とするものとします。

　別紙７「選定方法」に示す算式及び乗率により算出し、審査委員全員の合計点のうち、最も高位
の方（以下「最高得点者」という。）を受託候補者とします。ただし、下記「特例による採点」の
基準に合致した場合は、これに示す方法により、受託候補者を決定します。

通常の採点

特例による採点

ⅲ　質問回答は、令和６年５月１４日（火）１７時００分までにメールにて回答します。

別紙５「全体スケジュール」のとおりとします。
プロポーザルに係る全体スケジュール

ⅰ　質問がある場合は令和６年４月２６日（金）から令和６年５月９日（木）１７時００分までに
別紙４「質問書」にてメールで行ってください。なお、質問は提案に係る書類作成及び提出に関す
る疑義事項に限るものとします。また、期日以後の質問は一切受け付けません。

ⅲ　持参又は郵送（配達記録があるもの）で提出してください。

辞退

　提案者となった後に本プロポーザルを辞退する場合は、下記の期限までに別紙３「辞退届」を提
出してください。

ⅱ　プレゼンテーションへの参加人数は３人までとします。

ⅱ　質問方法はメールのみとし、電話での回答は行いません。

ⅲ　プレゼンテーション審査の実施方法は、対面での審査（プレゼンテーション20分、質疑応答10
分）を予定しております。

審査

ⅰ　実施予定日　日時：令和６年７月１７日（水）から７月２３日（火）のうちいずれか１日（平
日）

プレゼンテーション審査

ⅱ　見学者１０名程度で児童クラブ予定地の見学をさせていただきます。

書類審査

　 提出書類をもとに書類審査を行います。応募者多数の場合、書類審査にて事業者数を絞る場合があ
   ります。

　 書類審査の結果については、令和６年７月１０日（水）までにメールにて通知致します。
　 また、書類審査を通過した事業者には、結果とともにお送りするプレゼンテーション開催通知にて
   施設審査・プレゼンテーション審査の詳細な日程をお知らせ致します。

ⅰ　審査項目及び配点は別紙６「審査内容及び審査基準」のとおりとします。
ⅱ　適正基準点は総合計の６割以上とし、適正基準点未満の場合は受託候補者としません。

ⅰ　作成要領は別紙２「提案書等の作成要領」のとおりとします。

ⅱ　提出期限は令和６年６月１４日（金）１７時００分（必着）までとします。

辞退届提出期限：令和６年６月１４日（金）１７時００分（必着）まで

ⅰ　実施予定日　日時：令和６年７月２４日（水）から７月３１日（水）のうちいずれか１日（平
日）

採点方法

ⅲ　別紙６に示す審査項目において、「評価レベル１」以下と評価された審査項目が１つでもあっ
た場合は、原則失格とします。

ⅳ　適正基準点以上であっても、各委員の採点において６割未満の採点を行った委員が１人でもい
る場合は、受託候補者としない場合があります。

仕様書及び本通知への質問

　最高得点者と順位点の合計（各委員が該当する提案者につけた順位の数の合計をいう。）が最も
低位の者とが一致しない場合（この場合の最高得点者と順位点の合計が最も低位な者を、以下「ね
じれの対象者」という。）は、下記の「特例による採点方法」により受託候補者の決定を行いま
す。

ⅳ　プレゼンテーションに必要な機材のうち、プロジェクター及びスクリーンは佐世保市で用意し
ます。

審査基準
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ⅱ　本市に提出したプロポーザルに係る資料等や採点結果は、佐世保市情報公開条例に照らし合わ
せ、申請人に不利益となる情報とならないと判断した場合、必要に応じて公開する場合がありま
す。

審査結果通知

ⅰ　令和６年８月９日（金）１７時００分まで(予定）にメールにより参加事業者全者へ通知しま
す。

最終提案書

　受託予定者となられた方は佐世保市担当者と協議を行い、協議内容を反映した最終提案書を作成
してください。なお、最終提案書の提出期限は、協議時に佐世保市担当者から通知します。

ⅰ　順位点の合計（各委員が該当する提案者につけた順位の数の合計をいう。）が最も少ない方を
受託候補者とします。

通常の採点により同点となった場合

同点となった場合の取り扱い

ⅱ　ⅰによっても同点となる場合は、評価レベル５の数が多い方を受託候補者とします。これに
よっても同点の場合は評価レベル４の数、これによっても同点の場合は評価レベル３の数により決
定します。なお、評価レベル３によっても同点の場合はくじにより決定します。

次点候補者の繰り上げ

　受託候補者が委託事業者決定後、契約締結に至らなくなった場合は、一回に限り、次点となった
方を受託候補者とすることとします。ただし、次点となった方が適正基準点未満であった場合は繰
り上げを行わないものとします。

提案者が一者の場合の取り扱い

　評価レベル５の数が多い方を受託候補者とします。これによっても同点の場合は評価レベル４の
数、これによっても同点の場合は評価レベル３の数により決定します。なお、評価レベル３によっ
ても同点の場合はくじにより決定します。

特例による採点により同点となった場合

FAX 0956-25-9673

その他

ⅰ　上記に記載していない事項であっても、佐世保市の判断により問題があると判断した場合は参
加資格の取り消しや、契約を締結しない場合があります。

以　上

佐世保市子ども未来部子ども政策課

担当者 唐渡・関口

MAIL kodosei@city.sasebo.lg.jp

（内線）71-5415・5416

TEL 0956-24-1111

　ねじれの対象者について、それぞれの委員点のうち、最高得点及び最低得点を除いた委員の得点
を合計し、最高得点となった方を受託候補者とします。

ⅱ　選定に関する内容については公表しません。

ⅲ　審査内容、選定結果に関する問い合わせ及び疑義については、一切応じません。

ⅳ　審査結果に対する不服は受け付けません。

（特例による採点方法）

　提案者が一者の場合であっても、原則としてプレゼンテーション及び審査を行い、適正基準点以
上の場合、受託候補者とします。
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